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転籍時の扶養認定に係る確認書 

 

 

 

 

 

（被保険者氏名）      

            の転籍時の被扶養者の扶養認定に係る「生計維持状況」「収 

 

 

入状況」「続柄」「国内居住要件」等の各要件については、転籍前と同様にその要件 

 

 

を満たしていることを事業主の責任において確認しました。 

 

 

 

 

   年   月   日 

 

                 事業所名称 

 

事業主氏名                 

 

 

（ご注意） 

① 本「確認書」は被保険者毎に「健康保険 被扶養者（異動）届」に添えて今回の転籍に

係る「健康保険 被保険者 資格取得届」および「健康保険 被保険者 資格喪失届」

（転籍前の保険証）と一緒にご提出ください。 

② ①が全て同時に提出された場合のみ、今回の転籍時の扶養認定に係る証明書類等の添付

を省略することができます。 

③ 状況により追加の証明書類等の提出をご依頼させていただく場合があります。 


